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IPWによるタスクシェア・シフトは
少子高齢化時代を乗り越えるため、必要不可欠

• 地域偏在：大都市圏は大都市圏なり、地方都市は地方都市なり、
へき地はへき地なりの課題を抱えている

• 専門職種の偏在があり、不足する専門職のタスクを充足する専
門職が補うことで、地域の患者が享受できる医療の幅が広がる

• 専門職間で重複する医療行為に関して、その医療行為をそれぞ
れが実施範囲を分ける必要がある場合があるのと同時に、境界
域の医療行為に関しては協力して行う必要がある場合がある。

• 医師の専門性の細分化に伴い、在宅医療に従事する総合医の数
は在宅医療のニーズに追い付いていないため、IPWは医師の働
き方改革を進めるための切り札となる。
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在宅医療における、
薬剤師の行う医療行為について
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推進論：在宅における点滴等の接続交換
これは針を刺す行為ではない

• 薬剤師は無菌的な作業を通して、交換が可能。

• 6年制の薬学教育で、手洗い、ガウンテクニック、無菌調剤がカリ
キュラムに組み込まれている。

• 注射調剤を通して在宅医療にかかわっている薬剤師は、無菌調剤を
実践しているので、患者宅での無菌作業を通して接続交換は可能。

• 在宅医療で注射薬を供給している薬局は、6万薬局の内、実績のある
のは1割以下。

• その薬局は在宅の主治医、訪問看護師等とは連携が取れている。

• とはいえ「点滴等の接続」を薬剤師が行うには、日本在宅医療連合
学会等での研修制度が必要。
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在宅医療における注射薬供給の状況

• がん緩和ケアにおける注射薬（医療用モルヒネ、輸液）

• 小児在宅医療における輸液

どちらも、接続後のフォローが必要である。

• 疼痛管理の場は、少なくとも30分程度はベッドサイドで見守っ
たうえで、医師、看護師への報告が必要と思います。

• 輸液の場合は、フォローの時間が短くてもよいと思われるが、
医師、看護師への報告が必要である。

• 現場の医師からも、在宅で使用できる薬剤の種類（医療用麻薬
を含む）を増やして欲しい、訪問看護師等が実施できるように
して欲しい、との声が上がっている。
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在宅医療における医療安全管理の必要性
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＃在宅医療の対象は、本質的にハイリスクの分野である

＃在宅医療を受けている患者は、晩期には心身機能が低下しており、全身的な合併

症のある方も少なくないためリスク管理が困難なことも多い

＃Multi-morbidity（多疾患併存）：在宅で療養する高齢者は、「2つ以上の慢性

疾患」を有することも多く、加齢の課題も併せて有する

＃在宅療養者に医療を実施しないために生じるリスクは、患者にとっては不利益を

もたらす

＃安全管理責任は医師が負うべき？！



患者の安全のために訪問リハビリテーション治療実施時に
留意する点（例）日本生活期リハビリテーション学会研修資料より）

＃全身状態の把握 看護情報等を確認

する

＃その日の体調（血圧、脈拍、体温、摂

食、脱水、失禁、服薬、疲労感）を点検

する

＃適切な服装・履物：運動しやすい衣類

等、運動靴（軽量、つま先上がり）

＃必要に応じ応援を依頼し、一人でなく

数人で対応する

＃STはPT、OTから移動、移乗能力とその介

助方法について情報共有する

＃患者の座位、立位の安定性を常に確認す

る（特に立ち上がり動作に注意）

＃患者の排泄パターンに基づいて、トイ

レの誘導する

＃治療中は患者から離れない

やむをえず離れる時は、他のスタッフ

や家族に伝達・依頼

＃必要に応じ応援を要請し、一人でなく

数人で対応

＃自己訓練の場合には、患者に禁止事

項を徹底する

＃治療中の休息時にも安全に気を配る
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医師の働き方改革の観点から、増大する在宅医
療ニーズへの対応の観点から解決すべき項目

• 全国一律、特に医療過疎の地域においてニーズは高い半面、そのような地域に

は医師だけでなく看護も薬剤師も不足しているのが実情

• 診療報酬をはじめ、促進策を取る必要がある

①指揮命令系統の確立：報告やフォローの在り方

②責任の所在の明確化：リスクの低減と分散 ダブルチェック等

訪問診療・看護との連携を参照

③技術的課題：研修の実施 実施範囲の規定

通常時と緊急時それぞれの場合を想定する

④患者の自主的判断の採用：患者意思尊重 リスクヘッジに繋がる

文書での契約

⑤国民・医療機関・薬局への適切な情報周知 特に国民の理解が重要

⑥適正な報酬付け：使用できる薬剤の拡大

使用規定の明確化・適正化 11
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